
第２２回 新潟市民綱引き大会開催要項 

 
 
 １．趣  旨   誰もが気軽にできる綱引きを冬期間のスポーツとして普及するとともに地

域スポーツの振興と住民相互の親睦を図る。 
 
 ２．主  催   新潟市  新潟市体育指導委員連盟 
          (財)新潟市体育協会 新潟市民綱引き大会実行委員会 
    
 ３．主  管   新潟市民綱引き大会実行委員会 新潟市綱引き連盟 
 
４．期  日   平成２３年２月２７日（日）    

 
５．時  間   受付８時３０分   開会式９時００分   競技開始９時３０分 

 
 ６．会  場   新潟市体育館 
          住所 〒951-8132 新潟市中央区一番堀通３番地１ 電話 025-222－6006 

 
７．参加資格   新潟市内に在住、在勤または在学するもの 

 
 ８．種  別    

（一般の部） 
  ○混成（競技時に女性４人以上を含むチーム編成で行う） 

 
          （小学生の部） 

  ○低学年 小学１～３年生でチーム編成を行う（男女問わず） 
  ○高学年 小学４～６年生でチーム編成を行う（男女問わず） 

  
          （区の部） 
 ○混成（子供用綱を使用）  

大人２名・小学生６名でチーム編成を行う（男女問わず） 
              
９．構  成 
種 別 種 目 監 督 選 手 競技者数 備 考 

一般の部 
（中学生以上） 

・混 成 
１名 

（監督は選手を兼ね

ることができる） 
10 名 ７名 最大１１名 

（監督を含む）

小学生の部 
・低学年 
（１～３年） 

・高学年 
（４～６年） 

各１名 
（監督は社会人とし、

選手と兼ねることは

できない） 

各 10 名 各７名 最大１１名 
（監督を含む）

 
区の部 

 
 

 
・混 成 

 
 

 
１名 

（監督は選手を兼ね

ることができる） 
 

 
大 人６名
（中学生以上） 
小学生 12 名

 

 
大 人２名 
小学生６名 
 

 
最大１９名 

（監督を含む）

 

 
※ 一般の部及び小学生の部は，監督及び選手は他のチームに登録できない。ただし，区の

部は一般の部及び小学生の部に重複登録可能とする。          
 



 
１０．競技方法   （１）競技規則 

             日本綱引き連盟競技規則及び市民綱引き大会特別競技規定による。 
※特に体重制限を設けない。 

         （２）試合方法（競技方法を変更する場合がある） 
◎一般の部、小学生の部 

・予選リーグは１本引きを行う。 
                ①勝敗が同率の場合は、直接対戦の勝敗により順位を決定する。 

②同率で順位決定戦が生じた場合は、抽選を行う。 
            ・決勝トーナメントは予選各リーグの上位チームで行う。 
             （決勝のみ３本引き） 

              組合せ抽選は実行委員会で責任抽選を行う。 
              

◎区の部 
              ・トーナメント戦で全て１本引き。 
 
１１．表  彰   上位進出（１～３位）チーム、特別賞を授与。 

 
１２．参加申込み  所定の申込用紙に参加料を添えて下記申込先にお申込みください。 

          なお，申込用紙は下記申込先にもあります。 
           
          ○参加料  一般の部  １チームにつき 1,000 円(傷害保険料含む) 
                小学生の部 １チームにつき 500 円(傷害保険料含む) 
                 区の部       参加料は必要ありません。 
 
          ○申込期間 平成 23 年 1 月 9 日(日)(市報掲載日)～1 月３１日(月)まで 
 
          ○申込先  新潟市文化観光・スポーツ部スポーツ振興課 
 各区地域課(社会体育担当) 
 (財)新潟市体育協会 
 鳥屋野総合体育館 
                黒埼地区総合体育館 
                東総合スポーツセンター 
                西総合スポーツセンター 
                北地区スポーツセンター 
                亀田総合体育館 
 
１３．その他    （１）ユニフォーム等の服装については原則として定めないが，運動に適    
             したもの（ジャージ等で上着は長袖が望ましい）とする。 
           （２）手袋の使用禁止（テープ等はレフリーの許可が必要） 
          （３）シューズは底に突起物があるものは、使用禁止とする。 
             （例，サッカー，野球，ランニングスパイク･…等） 
 
１４．問い合わせ  〒９５１－８５５０ 新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 

新潟市文化観光・スポーツ部スポーツ振興課企画係 
          電話 ０２５－２２６－２５９５  
 
 〒９５１－８１３２ 新潟市中央区一番堀通町３－１ 
 (財)新潟市体育協会 
 電話 ０２５－２６６－８２５０ 

 


